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令和４年 鰺ヶ沢町農業委員会 

第４回定例総会会議録 
 

令和４年４月１１日（月）午前１０時００分開議 

鰺ヶ沢町役場 ２階委員会室 

 

 

 

 

１． 開会 

 

２． 会期の決定 

 

３． 会議録署名者の指名及び書記の任命 

 

４． 諸般の報告 

 

５． 議案の上程 

 

６． 議案の審議（許可・承認） 

 

７． 閉 会 

 

８． その他 
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◎出席委員 １２名 

１番 兼岡 正英 

２番 神 文人 

４番 佐藤 松子 

５番 木村 暢子 

６番 木村 賢一 

７番 工藤 修二 

８番 工藤 文信 

９番 井上 豊久 

１０番 兼平 昭光 

１１番 對馬 孝 

１２番 木村 重美 

１３番 工藤 清 

◎欠席委員 １名  ３番 三上 三樹  

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

会長 

 

 

事務局 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議場 

 

 

議長 

 

 

 

議長 

 

 

１．開会 

 ただ今より令和４年第４回定例総会を開会致します。はじめに、工藤会長より

挨拶をお願いします。 

 

 

（会長挨拶） 

 

 

 それではこれから会議に入ります。鰺ヶ沢町農業委員会会議規則第５条の規定

により議長は会長が務めることとなっておりますので、議事は工藤会長が進行し

ます。会長、よろしくお願いします。 

 

  

 ただ今の出席委員は１３名中１２名でございます。よって本日の定例総会は定

足数に達しておりますので会議は成立致しました。 

（午前１０時００分） 

 

 

２．会期の決定 

 審議に入ります。まず会期の決定を議題と致します。本日の会期は、午前１０

時から正午までとします。この議題にご異議ございませんか。 

 

 

〔「異議なし」という声あり〕 

 

 

 異議なしということでありますので、本日の会期は午前１０時から正午までと

決定致します。 

 

 

３．会議録署名者の指名及び書記の任命 

 会議録署名者の指名及び書記の任命については本総会会議規則第１４条第２
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議長 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議場 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項の規定により議長が指名致します。会議録署名者を２番の神文人委員、８番の

工藤文信委員にお願いします。書記については事務局職員にお願いします。 

 

 

４．諸般の報告 

 諸般の報告を事務局お願いします。 

 

 

報告第１号 

令和４年３月３日、８日、１０日 

令和４年鰺ヶ沢町議会第１回定例会 

場 所：鰺ヶ沢町役場議場 

出席者：工藤清会長、事務局（田村） 

   

 

５．議案の上程 

 

  議案の上程を致します。 

 

議案第１６号  農地法第３条第１項の規定に基づく農業委員会の許可に

ついて 

 

議案第１７号  農業経営基盤強化促進に係る農用地利用集積計画の承認

について 

 

  以上２議案を上程致します。 

 

 

６．議案の審議 

 

議案第１６号、農地法第３条第１項の規定に基づく農業委員会の許可について

事務局に説明を求めます。 

なお、番号１５番については、「議事参与の制限」の規定に該当する案件があ

りますので、関連する兼平昭光委員の一時退席をお願いします。 

 

 

（兼平委員が退席） 

 

 

そのでは番号１５番についてご説明いたします。 

４頁をご覧ください。 

 

番号１３ 

農地の所在 鰺ヶ沢町大字館前町字館ノ下９２番地 

地 目 登記簿 田 

    現 況 田 

面 積 ５２５５㎡ 

外 田４筆 合計５筆 

合計面積 ８，３８５㎡ 

譲渡人と譲受人は記載のとおりで、売買による所有権移転です。 
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事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

議場 

 

 

議長 

 

 

 

 

議場 

 

 

議長 

 

 

 

 

議場 

 

 

議長 

 

 

事務局 

 

 このことについて、資料７頁をごらんください。 

法第３条第２項の第１号から第７号までのうち、第２項第７号をご覧ください。 

番号１５番については、水稲を栽培していた土地について同様の管理を行う計画と

なっております。 

 また、冬期間のため現地の方は確認しておりませんが、図面等により利用状況等調

査いたしました。その結果、周辺農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支

障は生じないものと考えられます。 

 よって、農地法第３条第２項各号に該当しないため許可要件のすべてを満たすと

考えます。 

 

補足として今日お渡しした資料をご覧ください。 

この件は譲渡人がなくなり、相続権を持つものがいない状態であった土地について、

裁判所から財産の処分をするために相続財産管理人が選任されているものでありま

す。 

このことにより資料にあります通り、不動産の登記名義も相続財産として登記され

ることから権利の移動が可能となるため 3条の申請を行うこととなりました。 

 

以上です。 

 

 

ただいま、番号１５番について説明がありましたが、この件についてご質問等

を許します。 

なお、質問等をする委員は挙手して委員番号と氏名を言ってから発言するよう

お願いします。 

 

 

〔「異議なし」という声あり〕 

 

 

ないようなので、採決いたします。 

番号１５番について、原案のとおり許可することに賛成の方は挙手をお願いし

ます。 

 

 

（全員挙手） 

 

 

全員賛成ですので番号１５番について原案のとおり許可することに決定いた

します。 

 退席していた兼平昭光委員の着席をお願いします。 

 

 

（兼平委員が着席） 

 

 

続いて、ただいま承認された以外の番号について事務局に説明を求めます。 

 

 

議案第１６号の詳細について説明申し上げます。 

 ３頁をご覧ください。 
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事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

番号１６ 

農地の所在 鰺ヶ沢町大字芦萢町字鹿子石８２番地１２ 

地 目 登記簿 田 

    現 況 田 

面 積 ３８１㎡ 

譲渡人と譲受人は記載のとおりで、贈与による所有権移転です。 

 

 

番号１７ 

農地の所在 鰺ヶ沢町大字南浮田町字金沢街道ノ沢２９番地２ 

地 目 登記簿 田 

    現 況 田 

面 積 １９０㎡ 

外 田４筆 合計５筆 

合計面積 ３，５１８㎡ 

譲渡人と譲受人は記載のとおりで、贈与による所有権移転です。 

 

 

番号１８ 

農地の所在 鰺ヶ沢町大字北浮田町字今須４３２番地 

地 目 登記簿 畑 

    現 況 畑 

面 積 ３，１３９㎡ 

譲渡人と譲受人は記載のとおりで、売買よる所有権移転です。 

 

 

番号１９ 

農地の所在 鰺ヶ沢町大字北浮田町字外馬屋前田１９７番地 

地 目 登記簿 田 

    現 況 田 

面 積 ３，７６２㎡ 

外 田３筆 合計４筆 

合計面積 ４，８４９㎡ 

譲渡人と譲受人は記載のとおりで、贈与による所有権移転です。 

 

 

番号２０ 

農地の所在 鰺ヶ沢町大字建石町字大平１８４番地３ 

地 目 登記簿 田 

    現 況 田 

面 積 ４，８１６㎡ 

譲渡人と譲受人は記載のとおりで、売買よる所有権移転です。 

 

 

番号２１ 

農地の所在 鰺ヶ沢町大字建石町字成沢１９５番地２ 

地 目 登記簿 畑 

    現 況 畑 

面 積 １，７１４㎡ 

譲渡人と譲受人は記載のとおりで、売買よる所有権移転です。 
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事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

議場 

 

 

議長 

 

 

 

 

議場 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これらのことについて、資料７頁をごらんください。 

法第３条第２項の第１号から第７号までのうち、第２項第７号をご覧ください。 

番号１６番については、親子間の贈与で転作野菜を栽培していた土地について同様

の管理を行う計画となっております。 

番号１７番につきましては、知人間の贈与で水稲を作付けしていた土地について同

様の管理を行う計画となっております。 

８頁に移りまして、番号１８番につきましては、知人間の売買で野菜の栽培をして

いた土地について、同様の管理を行う計画となっております。 

番号１９番につきましては、親子間の贈与で水稲を作付けしていた土地について同

様の管理を行う計画となっております。 

番号２０番につきましては、知人間の売買で転作大豆等を作付けしていた土地につ

いて同様の管理を行う計画となっております。 

番号２１番につきましては、知人間による持分の売買で転作大豆等を作付けしてい

た土地について同様の管理を行う計画となっております。 

 いずれの土地も冬期間のため現地の方は確認しておりませんが、図面等により利

用状況等調査いたしました。その結果、周辺農地の農業上の効率的かつ総合的な利用

の確保に支障は生じないものと考えられます。 

 よって、農地法第３条第２項各号に該当しないため許可要件のすべてを満たすと

考えます。 

以上です。 

 

 

それでは議案第１６号について審議に入ります。 

議案第１６号につきまして、ご異議、ご質問等を許します。 

なお、質問等をする委員は挙手して委員番号と氏名を言ってから発言をするよ

うお願いします。 

 

 

〔「異議なし」という声あり〕 

 

 

異議なしとのことですので、採決いたします。 

議案第１６号について原案のとおり許可することに賛成の方は挙手お願いし

ます。 

 

 

（全員挙手） 

 

 

全員賛成ですので議案第１６号、農地法第３条第１項の規定に基づく農業委員

会の許可について原案のとおり許可することに決定いたしました。 

 

 

続きまして議案第１７号、農業経営基盤強化促進に係る農用地利用集積計画の

承認について事務局に説明を求めます。 

なお、番号９６番９９番については、「議事参与の制限」の規定に該当する案

件となりますので、関連する木村暢子委員と木村賢一委員の一時退席をお願いし

ます。 
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議場 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

議場 

 

 

議長 

 

 

（木村（暢）委員、木村（賢）委員が退席） 

 

 

それでは、番号９６番９９番について、事務局に説明を求めます。 

 

 

それでは、番号９６番９９番について説明いたします。 

２４頁をご覧ください。 

 

番号９６ 

農地の所在 鰺ヶ沢町大字建石町字大平１６０番地１ 

地 目 登記簿 田 

現 況 田 

面 積 ５，８７８㎡ 

外 田３筆 合計４筆 

合計面積 １９，０１５㎡ 

再設定 

利用権を設定する者と受ける者は記載のとおりです。 

利用目的 田 

期 間 ５年 

賃貸借 １０ａ当り２５，０００円で契約しております。 

 

 

続きまして２５頁をご覧ください。 

 

 

番号９９ 

農地の所在 鰺ヶ沢町大字建石町字大曲３３番地１ 

地 目 登記簿 田 

現 況 田 

面 積 ３，０３５㎡ 

再設定 

利用権を設定する者と受ける者は記載のとおりです。 

利用目的 転作大豆 

期  間 ５年 

賃貸借 １０ａ当り１俵（玄米）で契約しております。 

 

 

ただいま、番号９６番９９番について説明がありましたが、この件についてご質

問等を許します。 

 なお、質問等をする委員は挙手して委員番号と氏名を言ってから発言をするよ

うお願いします。 

 

 

〔「異議なし」という声あり〕 

 

 

ないようなので、採決いたします。 

番号９６番９９番について、原案のとおり許可することに賛成の方は挙手をお

願いします。 
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議場 

 

 

議長 

 

 

 

 

議場 

 

 

議長 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（全員挙手） 

 

 

全員賛成ですので、番号９６番９９番について、原案のとおり承認することに

決定いたします。 

退席していた委員の着席をお願いします。 

 

 

（木村（暢）委員、木村（賢）委員が着席） 

 

 

続いて、ただいま承認されたもの以外について、事務局に説明を求めます。 

 

 

それでは、１０頁の、農業経営基盤強化促進に係る農用地利用集積計画の承認

について説明いたします。 

 

 １．所有権移転 

件 数           ０件 

 

地目別面積   田     ０㎡ 

畑     ０㎡ 

樹園地    ０㎡ 

計     ０㎡ 

 

 ２．利用権設定 

再設定   ２７件      ３０６，４６５㎡ 

新 規   １０件      １８８，０５０㎡ 

計    ３７件      ４９４，５１５㎡ 

 

    契約内訳 

３年未満の契約     ０筆          ０㎡ 

３年から５年契約   ９１筆    ３７１，２７７㎡ 

６年から９年契約    ０筆          ０㎡ 

１０年以上の契約   ２５筆    １２３，２３８㎡ 

計     １１６筆    ４９４，５１５㎡ 

   

 貸手・借手内訳   

貸手農家    ３５名 

借手農家    １２名 

 

    地目別面積    

田     ４３０，５６８㎡ 

畑      ６３，９４７㎡ 

樹園地          ０㎡ 

計     ４９４，５１５㎡ 

 

３．総地目別面積    

田     ４３０，５６８㎡ 

畑      ６３，９４７㎡ 
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事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

樹園地          ０㎡ 

計     ４９４，５１５㎡ 

 

４．農地中間管理機構 

出し手農家    ０名 

受け手農家    ０名 

 

地目別面積       

田          ０㎡ 

畑          ０㎡ 

樹園地         ０㎡ 

計          ０㎡ 

 

 

つづきまして、詳細についてご説明致します。 

 

 

番号６７ 

農地の所在 鰺ヶ沢町大字鬼袋町字大柳１０番地３ 

地 目 登記簿 田 

現 況 田 

面 積 ２，４７３㎡ 

外 田１筆 合計２筆 

合計面積 ３，４２７㎡ 

新規設定 

利用権を設定する者と受ける者は記載のとおりです。 

利用目的 田 

期 間 ５年 

賃借料 １０ａ当り１俵（玄米）で契約しております。 

 

番号６８ 

農地の所在 鰺ヶ沢町大字鬼袋町字大柳９５番地   

地 目 登記簿 田 

現 況 田 

面 積 １０８㎡ 

外 田２筆 合計３筆 

合計面積 ５，３６２㎡ 

新規設定 

利用権を設定する者と受ける者は記載のとおりです。 

利用目的 田 

期 間 ５年 

使用貸借で契約しております。 

 

番号６９ 

農地の所在 鰺ヶ沢町大字館前町字後口田６番地１ 

地 目 登記簿 田 

現 況 田 

面 積 ９，０２８㎡ 

再設定 

利用権を設定する者と受ける者は記載のとおりです。 
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事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用目的 田 

期 間 ５年 

賃借料 １０ａ当り１俵（玄米）で契約しております。 

 

番号７０ 

農地の所在 鰺ヶ沢町大字種里町字大津１６４番地 

地 目 登記簿 田 

現 況 田 

面 積 ５，１０８㎡ 

外 田５筆 合計６筆 

合計面積 １２，３１２㎡ 

再設定 

利用権を設定する者と受ける者は記載のとおりです。 

利用目的 田 

期 間 ５年 

賃借料 １０ａ当り１俵１斗（玄米）で契約しております。 

 

番号７１ 

農地の所在 鰺ヶ沢町大字種里町字中崎３４番地 

地 目 登記簿 田 

現 況 田 

面 積 ３，６５１㎡ 

再設定 

利用権を設定する者と受ける者は記載のとおりです。 

利用目的 田 

期 間 ５年 

賃借料 １０ａ当り１俵１斗（玄米）法定相続人と契約しております。 

 

番号７２ 

農地の所在 鰺ヶ沢町大字種里町字大柳９番地 

地 目 登記簿 田 

現 況 田 

面 積 ２，７３７㎡ 

再設定 

利用権を設定する者と受ける者は記載のとおりです。 

利用目的 田 

期間 ５年 

賃借料 １０ａ当り０．５俵（玄米）法定相続人と契約しております。 

 

番号７３ 

農地の所在 鰺ヶ沢町大字一ツ森町字禿２７番地３ 

地 目 登記簿 田 

現 況 田 

面 積 ３，８３６㎡ 

外 田１筆 合計２筆 

合計面積 ５，９１６㎡ 

再設定 

利用権を設定する者と受ける者は記載のとおりです。 

利用目的 田 

期 間 ５年 
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賃借料 １０ａ当り１俵（玄米）で契約しております。 

 

番号７４ 

農地の所在 鰺ヶ沢町大字中村町字上清水崎２７１番地 

地 目 登記簿 畑 

現 況 畑 

面 積 ６，７４２㎡ 

新規設定 

利用権を設定する者と受ける者は記載のとおりです。 

利用目的 田 

期 間 １０年 

使用貸借 

 

番号７５ 

農地の所在 鰺ヶ沢町大字芦萢町字上菖蒲沢９７番地４ 

地 目 登記簿 畑 

現 況 畑 

面 積 １，８２１㎡ 

外 田１４筆 畑９筆 合計２４筆 

合計面積 田（７３，２８２㎡） 畑（４３，２１４㎡） １１６，４９６㎡ 

再設定 

利用権を設定する者と受ける者は記載のとおりです。 

利用目的 畑 

期 間 １０年 

使用貸借 

 

番号７６ 

農地の所在 鰺ヶ沢町大字芦萢町字上雲母坂６番地１ 

地 目 登記簿 田 

現 況 田 

面 積 ５，７７９㎡ 

外 田２筆 合計３筆 

合計面積 ６，９２６㎡ 

新規設定 

利用権を設定する者と受ける者は記載のとおりです。 

利用目的 田 

期 間 ５年 

賃借料 １０ａ当り０．５俵（玄米）で契約しております。 

 

番号７７ 

農地の所在 鰺ヶ沢町大字芦萢町字下雲母坂８２番地２‐a 

地 目 登記簿 田 

現 況 田 

面 積 ２，０００㎡ 

新規設定 

利用権を設定する者と受ける者は記載のとおりです。 

利用目的 田 

期 間 ５年 

賃借料 全部で１俵（玄米）で契約しております。 
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番号７８ 

農地の所在 鰺ヶ沢町大字芦萢町字日ノ下３２番地１ 

地 目 登記簿 田 

現 況 田 

面 積 ８，０２０㎡ 

再設定 

利用権を設定する者と受ける者は記載のとおりです。 

利用目的 田 

期 間 ５年 

賃借料 全部で５俵（玄米）で契約しております。 

 

番号７９ 

農地の所在 鰺ヶ沢町大字芦萢町字上菖蒲沢１３０番地１ 

地 目 登記簿 田 

    現 況 田 

面 積 ２，５４６㎡ 

外 田２筆 合計３筆 

合計面積 ９，６４７㎡ 

再設定 

利用目的 転作大豆 

期 間 ５年 

利用権を設定する者と受ける者は記載のとおりです。 

賃借料 １０ａ当り１２，０００円で契約しております。 

 

番号８０ 

農地の所在 鰺ヶ沢町大字芦萢町字上菖蒲沢２１番地 

地 目 登記簿 田 

    現 況 田 

面 積 ５４６㎡ 

外 田７筆 合計８筆 

合計面積 １５，０９７㎡ 

再設定 

利用目的 転作大豆 

期 間 ５年 

利用権を設定する者と受ける者は記載のとおりです。 

賃借料 １０ａ当り５，０００円で契約しております。 

 

番号８１ 

農地の所在 鰺ヶ沢町大字芦萢町字日ノ下３９番地１ 

地 目 登記簿 田 

    現 況 田 

面 積 ３，９６１㎡ 

外 田１筆 合計２筆 

合計面積 ４，１０９㎡ 

再設定 

利用目的 転作大豆 

期 間 ５年 

利用権を設定する者と受ける者は記載のとおりです。 

賃借料 １０ａ当り５，０００円で法定相続人と契約しております。 
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番号８２ 

農地の所在 鰺ヶ沢町大字芦萢町字響滝１９番地１ 

地 目 登記簿 田 

    現 況 田 

面 積 １，２２１㎡ 

外 田１筆 合計２筆 

合計面積 ８，０３０㎡ 

新規設定 

利用目的 転作大豆 

期 間 ３年 

利用権を設定する者と受ける者は記載のとおりです。 

賃借料 １０ａ当り５，０００円で契約しております。 

 

番号８３ 

農地の所在 鰺ヶ沢町大字芦萢町字鹿子石７４番地１ 

地 目 登記簿 田 

    現 況 田 

面 積 ２，３７９㎡ 

外 田１筆 合計２筆 

合計面積 ６，４２９㎡ 

再設定 

利用目的 転作大豆 

期 間 ５年 

利用権を設定する者と受ける者は記載のとおりです。 

賃貸借 １０ａ当り０．５俵（玄米）で契約しております。 

 

番号８４ 

農地の所在 鰺ヶ沢町大字長平町字甲音羽山２８番地１ 

地 目 登記簿 田 

    現 況 田 

面 積 ５，５２５㎡ 

再設定 

利用目的 転作大豆 

期 間 ５年 

利用権を設定する者と受ける者は記載のとおりです。 

賃借料 １０ａ当り１２，０００円で契約しております。 

 

番号８５ 

農地の所在 鰺ヶ沢町大字長平町字甲音羽山５３番地 

地 目 登記簿 田 

    現 況 田 

面 積 １，１９０㎡ 

外 田２筆 合計３筆 

合計面積 ７，６５０㎡ 

再設定 

利用目的 転作大豆 

期 間 ５年 

利用権を設定する者と受ける者は記載のとおりです。 

賃借料 １０ａ当り１２，０００円で契約しております。 
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番号８６ 

農地の所在 鰺ヶ沢町大字長平町字甲音羽山６４番地 

地 目 登記簿 田 

    現 況 田 

面 積 ７，５８２㎡ 

外 田１筆 合計２筆 

合計面積 １４，６４８㎡ 

再設定 

利用目的 転作大豆 

期 間 ５年 

利用権を設定する者と受ける者は記載のとおりです。 

賃借料 １０ａ当り１２，０００円で契約しております。 

 

番号８７ 

農地の所在 鰺ヶ沢町大字長平町字甲音羽山６４番地２５１ 

地 目 登記簿 田 

    現 況 田 

面 積 ９，４４３㎡ 

再設定 

利用目的 転作大豆 

期 間 ５年 

利用権を設定する者と受ける者は記載のとおりです。 

賃借料 １０ａ当り１２，０００円で契約しております。 

 

番号８８ 

農地の所在 鰺ヶ沢町大字長平町字甲音羽山６４番地３４３ 

地 目 登記簿 田 

    現 況 田 

面 積 ７，０４７㎡ 

再設定 

利用目的 転作大豆 

期 間 ５年 

利用権を設定する者と受ける者は記載のとおりです。 

賃借料 １０ａ当り１２，０００円で契約しております。 

 

番号８９ 

農地の所在 鰺ヶ沢町大字長平町字甲音羽山１１６番地１２ 

地 目 登記簿 田 

    現 況 田 

面 積 ６，３２４㎡ 

外 田１１筆 合計１２筆 

合計面積 ４５，７１８㎡ 

再設定 

利用目的 転作大豆 

期 間 ５年 

利用権を設定する者と受ける者は記載のとおりです。 

賃借料 １０ａ当り１８，０００円で法定相続人と契約しております。 
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番号９０ 

農地の所在 鰺ヶ沢町大字長平町字甲音羽山１２５番地１ 

地 目 登記簿 田 

    現 況 田 

面 積 １１，９１５㎡ 

外 田１筆 合計２筆 

合計面積 ２５，４２１㎡ 

再設定 

利用目的 田 

期 間 ５年 

利用権を設定する者と受ける者は記載のとおりです。 

賃借料 １０ａ当り１２，０００円で契約しております。 

 

番号９１ 

農地の所在 鰺ヶ沢町大字長平町字甲音羽山１７０番地１ 

地 目 登記簿 田 

    現 況 田 

面 積 ７，８８１㎡ 

外 畑１筆 合計２筆 

合計面積 田７，８８１㎡ 畑１，２２６㎡ 合計９，１０７㎡ 

新規設定 

利用目的 転作大豆 

期 間 ５年 

利用権を設定する者と受ける者は記載のとおりです。 

賃借料 １７０－１、１０ａ当り１０，０００円で契約しております。 

    １７０－２、１０ａ当り３，０００円で契約しております。 

 

番号９２ 

農地の所在 鰺ヶ沢町大字長平町字谷口８番地１ 

地 目 登記簿 田 

    現 況 田 

面 積 １６１㎡ 

外 田１筆 合計２筆 

合計面積 １，７５８㎡ 

再設定 

利用目的 畑 

期 間 ５年 

利用権を設定する者と受ける者は記載のとおりです。 

賃借料 １０ａ当り１２，０００円で契約しております。 

 

番号９３ 

農地の所在 鰺ヶ沢町大字長平町字谷口８２番地９ 

地 目 登記簿 田 

    現 況 田 

面 積 １１，３８０㎡ 

新規設定 

利用目的 転作大豆 

期 間 ５年 

利用権を設定する者と受ける者は記載のとおりです。 

賃借料 １０ａ当り１２，０００円で契約しております。 
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番号９４ 

農地の所在 鰺ヶ沢町大字建石町字大平１７４番地－a 

地 目 登記簿 田 

    現 況 田 

面 積 ４，８００㎡ 

外 田２筆 合計３筆 

合計面積 ７，２００㎡ 

再設定 

利用目的 転作大豆 

期 間 ５年 

利用権を設定する者と受ける者は記載のとおりです。 

賃借料 全部で１００，０００円で契約しております。 

 

番号９５ 

農地の所在 鰺ヶ沢町大字建石町字大平６５番地１－b 

地 目 登記簿 田 

    現 況 田 

面 積 ４，５００㎡ 

再設定 

利用目的 転作大豆 

期 間 ５年 

利用権を設定する者と受ける者は記載のとおりです。 

賃借料 １０ａ当り１０，０００円で契約しております。 

 

番号９６ 

農地の所在 鰺ヶ沢町大字建石町字大平１６０番地１ 

地 目 登記簿 田 

    現 況 田 

面 積 ５，８７８㎡ 

外 田３筆 合計４筆 

合計面積 １９，０１５㎡ 

再設定 

利用目的 転作大豆 

期 間 ５年 

利用権を設定する者と受ける者は記載のとおりです。 

賃借料 １０ａ当り２５，０００円で契約しております。 

 

番号９７ 

農地の所在 鰺ヶ沢町大字建石町字雲雀野９７番地６ 

地 目 登記簿 畑 

    現 況 畑 

面 積 ７，５５９㎡ 

外 畑１筆 合計２筆 

合計面積 １２，７６５㎡ 

再設定 

利用目的 転作大豆 

期 間 ５年 

利用権を設定する者と受ける者は記載のとおりです。 

賃借料 全部で３０，０００円で契約しております。 
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番号９８ 

農地の所在 鰺ヶ沢町大字建石町字雲雀野１２７番地２０ 

地 目 登記簿 田 

    現 況 田 

面 積 １，９５４㎡ 

再設定 

利用目的 転作大豆 

期 間 ５年 

利用権を設定する者と受ける者は記載のとおりです。 

賃借料 １０ａ当り１０，０００円で契約しております。 

 

番号１００ 

農地の所在 鰺ヶ沢町大字湯舟町字若山２８３番地 

地 目 登記簿 畑 

    現 況 田 

面 積 １６，８６４㎡ 

外 田１筆 合計２筆 

合計面積 ２７，０１７㎡ 

再設定 

利用目的 転作大豆 

期 間 ５年 

利用権を設定する者と受ける者は記載のとおりです。 

賃借料 １０ａ当り１８，０００円で契約しております。 

 

番号１０１ 

農地の所在 鰺ヶ沢町大字湯舟町字若山３８８番地１ 

地 目 登記簿 田 

    現 況 田 

面 積 １０，７２６㎡ 

外 田２筆 合計３筆 

合計面積 ２１，３７７㎡ 

再設定 

利用目的 転作大豆 

期 間 ５年 

利用権を設定する者と受ける者は記載のとおりです。 

賃借料 全部で１９０，０００円で契約しております。 

 

番号１０２ 

農地の所在 鰺ヶ沢町大字湯舟町字七尾２２６番地３ 

地 目 登記簿 田 

    現 況 田 

面 積 ６，１３７㎡ 

外 田３筆 合計４筆 

合計面積 １７，６６２㎡ 

再設定 

利用目的 転作大豆 

期 間 ５年 

利用権を設定する者と受ける者は記載のとおりです。 

賃借料 １０ａ当り１８，０００円で契約しております。 
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議長 

 

 

 

 

 

議場 

 

 

議長 

 

 

 

議場 

 

 

議長 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

番号１０３ 

農地の所在 鰺ヶ沢町大字湯舟町字若山杢沢８１番地１ 

地 目 登記簿 田 

    現 況 田 

面 積 ６４９㎡ 

外 田４筆 合計５筆 

合計面積 ３，５５８㎡ 

再設定 

利用目的 転作大豆 

期 間 ５年 

利用権を設定する者と受ける者は記載のとおりです。 

賃借料 １０ａ当り１０，０００円で契約しております。 

 

 

以上の計画内容は、経営面積・従事日数など、農業経営基盤強化促進法第１８

条第３項の各要件を満たしていると考えます。以上です。 

 

 

それでは議案第１７号について審議に入ります。 

議案第１７号につきまして、ご異議、ご質問等を許します。 

なお、質問等をする委員は挙手して委員番号と氏名を言ってから 

発言をするようお願いします。 

 

 

〔「異議なし」という声あり〕 

 

 

 異議なしとのことですので、採決致します。議案第１７号について原案のとお

り承認することに賛成の方は挙手をお願いします。 

 

 

（全員挙手） 

 

 

 全員賛成ですので議案第１７号農業経営基盤強化促進に係る農用地利用集積

計画の承認について、原案どおり承認することに決定しました。 

 

 

７．閉会 

 

 以上で本日の議案の審議は全て終了致しました。みなさんご協力ありがとうご

ざいました。 

 これをもちまして令和４年第４回定例総会を閉会いたします。 

その他として事務局から連絡事項をお願いします。 

 

  

８．その他 

 ・次回の総会は５月１０日（火）午前１０時に開催予定。 

 

その他、特になければこれで全日程を終了いたします。（午前１０時４３分） 
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会    長    工  藤  清 

              

会議録署名者    神  文  人 

 

  〃       工 藤 文 信 

 

 

 

 


